
（別紙７） 

鹿沼市文化活動交流館  

施設使用料一覧 

 

 

１ 施設使用料一覧 （「鹿沼市文化活動交流館条例」による） 

施 設 区 分 使用料（１時間につき） 

多目的創作工房室（全室） ２００円 

多目的創作工房室（東側） １００円 

多目的創作工房室（西側） １００円 

ギャラリー（控室を含む。） ５００円 

 

備 考 

（１） 使用料は、それぞれ１室の料金とする。 

（２） 貸出時間は、午前９時から午後９時までの１時間単位とし、１時間未満の時間は１

時間とする。 

２ 附属設備の使用料 

  附属設備の使用料については、規則で定める額とする。 

 

施 設 区 分 使用料（月額） 

喫茶コーナー ２８，０００円 

 


